
亀山市告示第５３号 

亀山市自治会交付金交付要綱を次のように定める。 

令和８年３月３０日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市自治会交付金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、自治会の行う活動を推進し、地域の発展を図るため、市が自治会

に対する支援として行う交付金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において「自治会」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２６０条の２第１項に規定する団体で市長にその設立の届出をしたものをいう。 

（交付金の名称） 

第３条 この告示により交付する交付金は、亀山市自治会交付金（以下「交付金」とい

う。）という。 

 （交付金の交付対象事業） 

第４条 交付金の交付対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、自治会が

行う次の各号に掲げる事業とする。 

（１） 自治会活動事業 次のいずれかに該当する事業 

ア 自治会の運営に関する事業 

   イ 住民相互の連携に関する事業 

  ウ 自治会活動の推進に関する事業 

   エ その他生活地域の発展のために市長が必要と認める事業 

（２）  広報配布等事務協力事業  本市が発行する広報紙、行政資料等の配布及

び回覧に関する事業その他本市が実施する施策への協力に関する事業 

（交付金の額） 

第５条 交付金の額は、予算で定める範囲内において、次の各号に掲げる事業の区分に

応じ、当該各号に掲げる額を限度とする。 

（１）  前条第１号に掲げる事業 次に掲げる額のうち市長が認める額の合計額 



   ア 世帯割額 自治会の加入世帯数（交付金の交付を受けようとする年度の４月

１日（以下「基準日」という。）現在における加入世帯数とする。次号におい

て同じ。）に１００円を乗じて得た額 

   イ 均等割額 ５，０００円 

（２） 前条第２号に掲げる事業 自治会の加入世帯数に７７０円を乗じて得た額 

２ 基準日の翌日以後に設立された自治会（分離、合併又は名称変更によるものを除

く。）に係る交付金の算定は、市長に届出のあった日又は自治会設立年月日のいずれ

か遅い日の属する月の翌月から月割をもって行うものとする。 

３ 前項の規定により算出された交付金の額に１円未満の端数があるときは、これを切

り捨てるものとする。 

（交付金の交付申請） 

第６条 交付金の交付を受けようとする自治会（以下「申請者」という。）は、亀山市

自治会交付金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（交付金の交付決定） 

第７条 市長は、交付金の交付を決定したときは、亀山市自治会交付金交付決定通知書

（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

（交付金の交付請求） 

第８条 前条の規定により交付金の交付の決定を受けた自治会（以下「交付決定自治

会」という。）は、交付金を請求しようとするときは、亀山市自治会交付金交付請求

書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

（実績の報告） 

第９条 交付決定自治会は、交付対象事業が完了したときは、亀山市自治会交付金実績

報告書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（交付金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条に規定する報告を受け、交付金の額を確定したときは、亀山市

自治会交付金交付確定通知書（様式第５号）により、交付決定自治会に通知するもの

とする。 

（書類及び帳簿の保管） 

第１１条 交付決定自治会は、交付対象事業に要した費用の収支及び交付金の使途を明

らかにした書類及び帳簿を備え保管しなければならない。 



（交付金の返還） 

第１２条 市長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る

部分に関し既に交付金が交付されているときは、期限を定めて亀山市自治会交付金返

還命令書（様式第６号）により、その返還を命じなければならない。 

（その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 （検討） 

２ この告示の規定については、この告示の施行後おおむね４年を目途として、その施

行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果

に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 



様式第１号（第６条関係） 

 

亀山市自治会交付金交付申請書 

 

  年  月  日    

 

亀山市長 様 

 

（〒       ） 

住 所 

申請者 団体名 

代表者                

  電 話 

※代表者が署名しない場合は、記名押印してください。 

 

 

  年度において自治会活動等を実施したいので、亀山市自治会交付金交付要綱第８条

の規定により、自治会交付金の交付について次のとおり申請します。 

 

 

 

１ 交付申請額                円 

 

 

２ 関係書類 

  交付対象事業の実施計画概要及び収支予算書 

    

 

 

 

 

 

 

 



年度交付対象事業の実施計画概要及び収支予算書 

 

 

自  

治  

会  

活  

動  

事  

業 

自
治
会
活
動
の
目
的
、
概
要
、
効
果 

  

収          入 支          出 

項 目 金  額 項  目 金  額 交付金使用額 

交付金 
円    円  円  

※  上記の交付金の使用先  

を右の支出欄にご記入く  

ださい。 

      

      

      

      

合  計 

    

広  
報   
配  
布  
等  
事  
務  
協  
力  
事  
業 

 

自治会加入世帯数           世帯 
 

交付金                                 円 



様式第２号（第７条関係） 

第       号 

年   月   日 

 

亀山市自治会交付金交付決定通知書 

 

 

 

          様 

 

亀山市長 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった亀山市自治会交付金の交付について、次のとお

り決定したので、亀山市自治会交付金交付要綱第９条の規定により通知します。 

 

 

 

交付決定額                円 

 

内訳 

 

 １ 自治会活動事業                    円 

 

２ 広報配布等事務協力事業                円 

 

 

 

 

条件 

 

１ 交付金は、自治会が行う活動又は事業に使用し、他の用途に使用しないこと。 

 

２ 交付金の全部又は一部を使用しないこととなったときは、速やかに市長に報告し

て、その指示を受けること。 

 

 ３ その他市長が必要と認める条件 

 



様式第３号（第８条関係）  

  年   月   日  

 

亀山市自治会交付金交付請求書  

 

亀山市長   様  

住  所  

申請者  団体名  

代表者           

              電  話  

  ※代表者が署名しない場合は、記名押印してください。  

 

   年   月   日付け    第    号で交付決定を受けた    

年度亀山市自治会交付金について、亀山市自治会交付金交付要綱第

１０条の規定により請求します。  

 

請求金額                  円  

 

振込先  

金融機関名  

銀 行   

農 協   

金 庫   

銀 行  

コ ー ド  

（ ４ 桁 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

支  店  名  
支 店   

出 張 所   

店 番  

（ ３ 桁 ）  

  
 

口座名義  
（ カ タ カ ナ ）  

（ 自 治 会 名 口 座 の 場 合 は 、 通 帳 に 記 載 さ れ て い る と お り 自 治

会 名 か ら 全 て 記 入 し て く だ さ い 。 ）  

預金の種類  普  通    ・    当  座  

口座番号  
（ ゆ う ち ょ は 振 込 用

口 座 番 号 ）  
       

 



様式第４号（第９条関係） 

 

亀山市自治会交付金実績報告書 

 

  年  月  日    

 

亀山市長 様 

 

（〒       ） 

住 所 

申請者 団体名 

代表者                

  電 話 

※代表者が署名しない場合は、記名押印してください。 

 

 

   年   月   日付け     第     号で交付決定を受けた    

年度亀山市自治会交付金について、亀山市自治会交付金交付要綱第１１条の規定に

より次のとおり実績報告します。 

 

 

 

１ 交付決定額                円 

 

 

２ 関係書類 

  交付対象事業の実施成果及び収支決算書 

    

 

 

 

 

 

 

 



年度交付対象事業の実施成果及び収支決算書 

 

 

自  

治  

会  

活  

動  

事  

業 

活 

動 

の 

成 

果 

  

収          入 支          出 

項 目 金  額 項  目 金  額 交付金使用額 

交付金 
円    円  円  

※  上記の交付金の使用先  

を右の支出欄にご記入く  

ださい。 

      

      

      

      

合  計 

    

広  
報  
配  
布  
等  
事  
務  
協  
力  
事  
業 

  

自治会加入世帯数                     世帯 
  

交付金                                 円 



様式第５号（第１０条関係）  

第      号    

年   月   日  

 

亀山市自治会交付金交付確定通知書  

 

       様  

 

              亀山市長  

 

   年   月   日付け    第     号で交付決定した   

年度亀山市自治会交付金について、亀山市自治会交付金交付要綱第

１２条の規定により次のとおり交付金の額を確定する。  

 

交付金の確定額       円  

 

内訳  

交付金の種類  自治会活動事業  

交付確定額  円    

交付決定額  円    

 

交付金の種類  広報配布等事務協力事業  

交付確定額  円    

交付決定額  円    

 



様式第６号（第１２条関係） 

第       号 

年   月   日 

 

亀山市自治会交付金返還命令書 

 

 

 

          様 

 

亀山市長 

 

 

年   月   日付け     第    号で交付確定した亀山市自治会交付

金として交付した交付金について、亀山市自治会交付金交付要綱第１６条の規定により次

のとおり返還を命じます。 

 

 

 

１ 返 還 額                円 

 

２ 交付金の額                円 

 

３ 交付年月日                 

 

４ 返 還 期 日                 

 

５ 理   由 


